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１　航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

学校法人日本航空学園所属アレキサンダー・シュライハ式Ｋ７型ＪＡ２２６９（滑 

空機）は、平成２年２月１８日、訓練中の１５時３８分ごろ、山梨県韮崎市の韮崎滑 

空場に着陸する際、ハード・ランディングして中破した。

同機には、練習生のみが搭乗していたが、死傷はなかった。

１．２　航空事故調査の概要

1.2.1　事故の通知及び調査組織

航空事故調査委員会は、平成２年２月１９日、運輸大臣から事故発生の通報を受 

け、当該事故を担当する主管調査官を指名した。

1.2.2　調査の実施時期

平成２年２月１９日及び２０日 現場調査



1.2.3　原因関係者からの意見聴取 

意見聴取を行った。

２　認定した事実

２．１　飛行の経過

ＪＡ２２６９は、平成２年２月１８日、山梨県韮崎市龍岡町の韮崎滑空場（以下 

「滑空場」という。）を南東方向に向かって、飛行機曳航により離陸し、飛行訓練を 

行う予定であった。

午前中、練習生は、操縦教員と同乗して約１４分間の飛行訓練を行った後、はじめ 

ての単独飛行を約１３分間行った。

１５時０４分ごろから、練習生は、再び、操縦教員と同乗して約１４分間の飛行訓 

練を行った後、１５時２３分ごろ、２回目の単独飛行を行うため離陸した。

練習生によれば、その後、事故に至るまでの経緯は次の通りである。

同機は、離陸後、滑走路の南西約３キロメートルの地点で、対地高度（以下 

「高度」という。）約６００メートルで曳航から離脱し、前回の教員同乗時とほ 

ぼ同じ経路を飛行した後、教員からの無線の指示に従って、滑空場南西約１キロ 

メートルの地点で右３６０度旋回及び左３６０度旋回をそれぞれ２回行った。

その後、同機は、滑空場に帰投するため右場周経路のダウンウインド・レッグ 

に高度約２６０メートルで入り、高度約１９０メートルでファイナル・アプローチ 

に入った（付図１参照）。

同機は、教官から指導されている速度（対気速度９０キロメートル／時）以下 

にならないように留意しながら、９０～９５キロメートル／時で着陸進入を行い、 

滑走路進入端の手前で高度を調節するためエアー・ブレーキを半開とした。

同機は、ほぼ適正な降下率で着陸進入しているように思えたが、滑走路進入端 

を過ぎた頃にふと速度計を見ると、着陸進入速度として適当であると指導されて 

いた９０キロメートル／時を下回って、約８０キロメートル／時となっているの 

に気付き、その時の高度にまだ余裕があると思ったので、増速するため機首下げ 

操作を行った。その直後、同機が滑走路面に近付いていることから、急いでフレ 

アー操作を行ったが、同機は機首下げ姿勢のままハード・ランディングした。

当時、滑走路脇のピストで練習生を監督していた操縦教員によれば、

同機は、ファイナル・アプローチを正常なコース及び高度で進入していたが、



滑走路進入端を越えて高度３～４メートルの頃、急に機首下げ姿勢となり、修正 

操作の指示を与える間もなくそのまま接地した。

とのことである。

なお、練習生によれば、ファイナル・アプローチでは少し緊張気味であったとのこ 

とである。

同機は、接地点標識の手前約１３メートルの地点に、スキッドの前部から接地し、滑 

走路上を約７０メートル滑走した後、停止した（付図２参照）。

事故発生時刻は、１５時３８分ごろであった。

２．２　人の死亡、行方不明及び負傷 

なし

２．３　航空機の損傷に関する情報

2.3.1　損壊の程度

中破

2.3.2　航空機各部の損壊の状況

スキッド 破損

両主翼 羽布張りの一部に亀裂

垂直尾翼 羽布張りの一部に亀裂

２．４　航空機以外の物件の損壊に関する情報 

なし

２．５　乗組員に関する情報

練習生 男性 １７歳

航空機操縦練習許可書（滑空機） 東第７３９号

有効期限 平成２年７月１２日

総飛行時間 ２８時間１２分（発航回数７９回）

（動力滑空機による飛行時間１２時間２０分を含む）

同型式機による飛行時間 １１時間２１分（発航回数３９回）

最近３０日間の飛行時間 ３時間２６分（発航回数６回）



操縦教員 男性 ２６歳

事業用操縦士技能証明 第８８５８号

限定事項 滑空機動力 昭和５８年２月２３日

滑空機上級 平成２年２月１３日

操縦教育証明（滑空機） 第６９６号 昭和６０年１１月１８日

第一種航空身体検査証明 第１３７２０２３３号

有効期限 平成２年４月１３日

総飛行時間 ３，２７５時間５６分

同型式機による飛行時間 ７０時間１２分

最近３０日間の飛行時間 ２１時間０６分

２．６　航空機に関する情報

2.6.1　航空機

型式 アレキサンダー・シュライハー式Ｋ７型

製造年月日 昭和２７年９月１７日

耐空証明 第８９－７－８号

有効期限 平成２年８月１８日

総飛行時間 ２，１６５時間３７分（発航回数１３，４７９回）

前回定時点検（平成２年１月１７日実施の６ヵ月毎点検）後の飛行時間

８６時間４４分（発航回数３４５回）

2.6.2　重量及び重心位置

事故当時、同機の重量は３７８キログラム、重心位置は２４．８センチメートルと 

推算され、いずれも許容範囲（最大離陸重量４８０キログラム、重心位置５．０～ 

２７．５センチメートル）内にあったものと推定される。

２．７　気象に関する情報

操縦教員によれば、事故当時の現場の天気は晴れ、視程は１０キロメートル以上、 

滑走路脇のピスト付近に設置された吹き流しの状況から、ほぼ無風状態であったとの 

ことである。

現場の南東約２キロメートルに位置する日本航空学園の観測によれば、事故に関係 

する時間帯の観測値は次のとおりである。



１５時００分 天気 晴れ、風 東 ２．８ノット、気温 １４．１度Ｃ

１６時００分 天気 晴れ、風 南 ６．７ノット、気温 １３．５度Ｃ

２．８　その他必要な事項

2.8.1　滑空場は、釜無川右岸河川敷に盛り土・整地した、磁方位約３２０度／１４０ 

度方向、幅約３０メートル、長さ約１，０００メートルの芝地である。また、ピスト 

及び吹き流しの位置は、滑走路北西端から南東に約３５０メートルの滑走路脇であ 

る（付図２参照）。

2.8.2　同機の飛行規程には、着陸進入速度は７４～８３キロメートル／時と記述さ 

れており、練習生もこのことを承知していたとのことであるが、同学園では、練習 

生に対して、着陸進入速度が９０キロメートル／時を切らないよう指導していたと 

のことである。

３　事実を認定した理由

３．１　解析

3.1.1　操縦教員は、適法な航空従事者技能証明及び有効な航空身体検査証明を有し、 

また、練習生は有効な操縦練習許可書を有していた。

3.1.2　ＪＡ２２６９は、有効な耐空証明を有し、所定の整備及び点検が実施されて 

いた。

3.1.3　調査の結果、同機は事故発生まで異常はなかったものと推定される。

3.1.4　事故当時の気象は、事故発生と関連はなかったものと推定される。

3.1.5　同機は、着陸進入中、操縦教員から指導されていた進入速度よりも遅くなっ 

ているのに気付いた練習生が、まだ高度に余裕があると判断して、増速するために 

機首下げ操作を行ったが、低高度であったため、機首下げ姿勢のままハード・ラン 

ディングし、スキッド等を破損したものと推定される。



４　原因

本事故の原因は、同機の着陸進入中、練習生が増速しようとして機首下げ操作を行っ

たが、低高度であったため、ハード・ランディングしたことによるものと推定される。



付図１ 推定飛行経路図
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